
稀
代
の
悪
法 

 
秘
密
保
護
法
を
成
立
さ
せ
る
な
！ 

 

秘
密
保
全
法
に
反
対
す
る
愛
知
の
会 

内
田
隆 

 

安
倍
政
権
が
１
０
月
２
５
日
に
法
案
を
閣
議
決
定
・
国
会

上
程
し
、
本
臨
時
国
会
に
て
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
特

定
秘
密
保
護
法
（
秘
密
保
全
法
）。
防
衛
・
外
交
・
特
定
有
害

活
動
防
止
・
テ
ロ
防
止
に
関
す
る
重
要
な
情
報
を
、
国
や
警

察
が
一
方
的
に
「
特
定
秘
密
」
と
指
定
し
、
①
「
漏
え
い
」

や
取
得
行
為
に
対
す
る
厳
罰
（
懲
役
１
０
年
以
下
）
と
、
②

情
報
を
扱
う
公
務
員
・
委
託
業
者
や
そ
の
家
族
へ
の
身
辺
調

査
を
行
う
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
何
が
「
特
定
秘
密
」
か
も

「
秘
密
」
で
、
国
や
警
察
に
よ
る
恣
意
的
な
運
用
を
防
げ
な

い
。 「

特
定
秘
密
」
を
扱
う
公
務
員
等
は
、
万
が
一
で
も
特
定

秘
密
を
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
、
本
来
公
開
す
べ
き

情
報
ま
で
非
公
開
に
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、

市
民
の
側
も
、
特
定
秘
密
に
触
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
、

情
報
を
求
め
る
行
動
が
萎
縮
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
、

マ
ス
コ
ミ
の
取
材
活
動
も
「
正
当
」
か
ど
う
か
国
や
警
察
が

判
断
す
る
こ
と
で
、
萎
縮
の
可
能
性
が
あ
る
。
国
会
議
員
す

ら
秘
密
会
へ
提
供
さ
れ
た
情
報
を
漏
え
い
す
る
と
厳
罰
に
処

せ
ら
れ
、
ま
た
国
政
調
査
権
も
機
能
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が

あ
る
。 

秘
密
保
護
法
が
な
い
現
在
で
も
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
く

開
示
請
求
で
は
多
く
の
防
衛
・
外
交
・
警
察
情
報
が
非
公
開

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
、
テ
ロ
防
止
と
い
う
名
目
の

も
と
、
原
発
情
報
や
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
情
報
な
ど
、
こ
れ

ま
で
開
示
さ
れ
て
き
た
情
報
が
非
公
開
に
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
。
ま
た
、
本
来
、
内
部
の
情
報
を
漏
え
い
さ
せ
な
い
た
め

に
組
織
さ
れ
た
陸
上
自

衛
隊
情
報
保
全
隊
に
よ

り
、
反
戦
市
民
活
動

家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

が
徹
底
的
に
調
査
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
秘
密
保
護

法
が
で
き
た
場
合
、
法

律
の
根
拠
を
も
っ
て
、

様
々
な
市
民
活
動
を
秘

密
裏
に
調
査
で
き
る
こ

と
に
な
る
。 

憲
法
違
反
の
こ
の
法

律
が
で
き
る
と
民
主
主

義
が
窒
息
し
て
し
ま
う
。

危
機
感
を
持
っ
た
市
民

が
各
地
で
学
習
会
・
デ

モ
を
行
っ
て
い
る
。
２

週
間
し
か
募
集
し
な
か

っ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
に
は
９
万
件
以
上

の
意
見
が
集
ま
り
、
う

ち
８
割
が
反
対
だ
っ
た
。

１
０
月
２
７
日
に
名
古
屋
で
行
わ
れ
た
市
民
集
会
に
は
４
０

０
名
も
集
ま
っ
た
。
１
０
月
２
７
日
共
同
通
信
世
論
調
査
に

よ
れ
ば
、
反
対
が
５
０
％
を
超
え
た
と
の
こ
と
。「
平
成
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
終
焉
」
と
な
ら
な
い
よ
う
、
な
ん
と
し
て
で
も

秘
密
保
護
法
に
反
対
し
よ
う
。 


